
 
（４）【投資法⼈の機構】 

① 投資法⼈の統治に関する事項 
 本投資法⼈の執⾏役員は１名以上、監督役員は２名以上（但し、執⾏役員の数に１を加えた数
以上とします。）とされています（規約第16条）。 
 本書の⽇付現在、本投資法⼈の機関は、投資主により構成される投資主総会、執⾏役員２名、
監督役員３名並びに執⾏役員及び監督役員を構成員とする役員会に加えて、会計監査⼈により構
成されています。本投資法⼈の会計監査⼈は有限責任 あずさ監査法⼈です。 

 
（イ）投資主総会 

ａ．本投資法⼈の投資主総会は、東京都23区内において開催されます（規約第９条第２項）。 
 

ｂ．投信法⼜は規約により定められる本投資法⼈に関する⼀定の事項は、投資主により構成さ
れる投資主総会において決定されます。投資主総会における各投資主の議決権及び決議⽅法
については、後記「第⼆部 投資法⼈の詳細情報 第３ 管理及び運営 ３ 投資主・投資
法⼈債権者の権利 (1) 投資主の権利」をご参照ください。投資主総会の決議は、法令⼜は
規約に別段の定めがある場合を除き、出席した投資主の議決権の過半数をもって決議されま
す（規約第11条第１項）が、規約の変更（投信法第140条、第93条の２第２項第３号）等⼀定
の重要事項については、発⾏済投資⼝の過半数の投資⼝を有する投資主が出席し、その議決
権の３分の２以上による決議（特別決議）を経なければなりません。但し、投資主が投資主
総会に出席せず、かつ、議決権を⾏使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出
された議案（複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案が
あるときは、当該議案のいずれをも除きます。）について賛成したものとみなされます（投信
法第93条第１項、規約第14条第１項）。 
 本投資法⼈の資産運⽤の対象及び⽅針は、本投資法⼈の規約に定められている（規約第７
章）ため、かかる規約中に定められた資産運⽤の対象及び⽅針を変更する場合には、上記の
とおり投資主総会の特別決議が必要となります。 

 
ｃ．本投資法⼈は、本資産運⽤会社との間で資産運⽤委託契約を締結し、本投資法⼈の資産の

運⽤に係る業務を委託しています。本資産運⽤会社が資産運⽤委託契約を解約するためには
本投資法⼈の同意を得なければならず、執⾏役員はかかる同意を与えるために原則として投
資主総会の承認を得ることが必要になります（投信法第205条）。また、本投資法⼈が資産運
⽤委託契約を解約する場合にも原則として投資主総会の決議が必要です（投信法第206条第１
項）。 

 
（ロ）執⾏役員、監督役員及び役員会 

ａ．執⾏役員は、本投資法⼈の業務を執⾏するとともに、本投資法⼈を代表して本投資法⼈の
業務に関する⼀切の裁判上⼜は裁判外の⾏為を⾏う権限を有しています（投信法第109条第１
項、第５項、会社法（平成17年法律第86号、その後の改正を含みます。以下「会社法」とい
います。）第349条第４項）。但し、本資産運⽤会社からの資産運⽤委託契約の解約への同意、
投資主総会の招集、⼀般事務受託者への事務委託、資産運⽤委託契約⼜は資産保管業務委託



契約の締結その他投信法に定められた⼀定の職務執⾏については、役員会の承認を得なけれ
ばなりません（投信法第109条第２項）。監督役員は、執⾏役員の職務の執⾏を監督するもの
とされています（投信法第111条第１項）。また、役員会は、⼀定の職務執⾏に関する上記の
承認権限を有する（投信法第109条第２項）他、投信法及び規約に定める権限並びに執⾏役員
の職務執⾏を監督する権限を有しています（投信法第114条第１項）。 

 
ｂ．役員会の決議は、法令⼜は規約に別段の定めがない限り、議決に加わることができる構成

員たる執⾏役員及び監督役員の過半数が出席の上、出席者の過半数の議決によって⾏われま
す（投信法第115条第１項、会社法第369条第１項、規約第21条第１項）。 

 
ｃ．投信法の規定（投信法第115条第１項、会社法第369条第２項）において、決議について特

別の利害関係を有する執⾏役員⼜は監督役員は議決に加わることができないことが定められ
ています。 

 
（ハ）会計監査⼈ 

ａ．会計監査⼈は、投資主総会の決議によって選任されます。但し、法令の規定により、設⽴
の際に選任されたものとみなされる会計監査⼈はこの限りではありません（投信法第96条、
第72条）。 

 
ｂ．本投資法⼈は、有限責任 あずさ監査法⼈を会計監査⼈に選任しています。会計監査⼈は、

本投資法⼈の計算書類等の監査を⾏うとともに、執⾏役員の職務執⾏に関して不正の⾏為⼜
は法令若しくは規約に違反する重⼤な事実があることを発⾒した場合における監督役員への
報告その他法令で定める業務を⾏います（投信法第115条の２第１項、第115条の３第１項等）。 

 
ｃ．会計監査⼈の任期は、就任後１年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資

主総会の終結の時までとします。会計監査⼈は、投資主総会において別段の決議がなされな
かったときは、その投資主総会において再任されたものとみなされます（投信法第103条、規
約第24条第１項及び第２項）。 

 


